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43 条－1 

1. 要求事項 

実用発電用原子炉及びその附属施設の

位置、構造及び設備の基準に関する規則 

実用発電用原子炉及びその附属施

設の位置、構造及び設備の基準に関

する規則の解釈 

備考 

（重大事故等対処設備） 

第四十三条 重大事故等対処設備は、

次に掲げるものでなければならない。 

一 想定される重大事故等が発生した

場合における温度、放射線、荷重そ

の他の使用条件において、重大事

故等に対処するために必要な機能

を有効に発揮するものであるこ

と。 

二 想定される重大事故等が発生した

場合において確実に操作できるも

のであること。 

三 健全性及び能力を確認するため、

発電用原子炉の運転中又は停止中

に試験又は検査ができるものであ

ること。 

四 本来の用途以外の用途として重大

事故等に対処するために使用する

設備にあっては、通常時に使用す

る系統から速やかに切り替えられ

る機能を備えるものであること。 

第４３条（重大事故等対処設備） 

１ 第１項から第３項までに規定す

る「想定される重大事故等」と

は、本規程第３７条において想

定する事故シーケンスグループ

（炉心の著しい損傷後の原子炉

格納容器の機能に期待できるも

のにあっては、計画された対策

が想定するもの。）、想定する格

納容器破損モード、使用済燃料

貯蔵槽内における想定事故及び

想定する運転停止中事故シーケ

ンスグループをいう。 

２ 第１項第３号の適用に当たって

は、第１２条第４項の解釈に準

ずるものとする。 

 

 

 

 

 

適合対象 

（2.1 に設計方針等

を示す） 
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43 条－2 

実用発電用原子炉及びその附属施設の

位置、構造及び設備の基準に関する規則 

実用発電用原子炉及びその附属施

設の位置、構造及び設備の基準に関

する規則の解釈 

備考 

 

五 工場等内の他の設備に対して悪影

響を及ぼさないものであること。 

六 想定される重大事故等が発生した

場合において重大事故等対処設備

の操作及び復旧作業を行うことが

できるよう、放射線量が高くなる

おそれが少ない設置場所の選定、

設置場所への遮蔽物の設置その他

の適切な措置を講じたものである

こと。 

 

３ 第１項第５号に規定する「他の

設備」とは、設計基準対象施設だ

けでなく、当該重大事故等対処

設備以外の重大事故等対処設備

も含む。 

２ 重大事故等対処設備のうち常設のも

の（重大事故等対処設備のうち可搬

型のもの（以下「可搬型重大事故等対

処設備」という。）と接続するものに

あっては、当該可搬型重大事故等対

処設備と接続するために必要な発電

用原子炉施設内の常設の配管、弁、ケ

ーブルその他の機器を含む。以下「常

設重大事故等対処設備」という。）は、

前項に定めるもののほか、次に掲げ

るものでなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

適合対象 

（2.2 に設計方針等

を示す） 
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43 条－3 

実用発電用原子炉及びその附属施設の

位置、構造及び設備の基準に関する規則 

実用発電用原子炉及びその附属施

設の位置、構造及び設備の基準に関

する規則の解釈 

備考 

一 想定される重大事故等の収束に必

要な容量を有するものであるこ

と。 

二 二以上の発電用原子炉施設におい

て共用するものでないこと。 

ただし、二以上の発電用原子炉施

設と共用することによって当該二

以上の発電用原子炉施設の安全性

が向上する場合であって、同一の

工場等内の他の発電用原子炉施設

に対して悪影響を及ぼさない場合

は、この限りでない。 

三 常設重大事故防止設備は、共通要

因によって設計基準事故対処設備

の安全機能と同時にその機能が損

なわれるおそれがないよう、適切

な措置を講じたものであること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 第２項第３号及び第３項第７号

に規定する「適切な措置を講じ

たもの」とは、共通要因の特性を

踏まえ、可能な限り多様性を考

慮したものをいう。 

３ 可搬型重大事故等対処設備に関して

は、第一項に定めるもののほか、次に

掲げるものでなければならない。 

一 想定される重大事故等の収束に必

要な容量に加え、十分に余裕のあ

 

 

 

５ 第３項第１号について、可搬型

重大事故等対処設備の容量は、

適合対象外 

（2.3 に示すとお

り，今回の設備改造

に係る設備は，可搬

型重大事故等対処

設備でないため） 
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43 条－4 

実用発電用原子炉及びその附属施設の

位置、構造及び設備の基準に関する規則 

実用発電用原子炉及びその附属施

設の位置、構造及び設備の基準に関

する規則の解釈 

備考 

る容量を有するものであること。 

二 常設設備（発電用原子炉施設と接

続されている設備又は短時間に発

電用原子炉施設と接続することが

できる常設の設備をいう。以下同

じ。）と接続するものにあっては、

当該常設設備と容易かつ確実に接

続することができ、かつ、二以上の

系統又は発電用原子炉施設が相互

に使用することができるよう、接

続部の規格の統一その他の適切な

措置を講じたものであること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次によること。 

(a)可搬型重大事故等対処設備

のうち、可搬型代替電源設備

及び可搬型注水設備（原子炉

建屋の外から水又は電力を

供給するものに限る。）にあ

っては、必要な容量を賄うこ

とができる可搬型重大事故

等対処設備を１基あたり２

セット以上を持つこと。 

これに加え、故障時のバック

アップ及び保守点検による待

機除外時のバックアップを工

場等全体で確保すること。 

(b)可搬型重大事故等対処設備

のうち、可搬型直流電源設備

等であって負荷に直接接続

するものにあっては、１負荷

当たり１セットに、工場等全

体で故障時のバックアップ

及び保守点検による待機除

外時のバックアップを加え
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43 条－5 

実用発電用原子炉及びその附属施設の

位置、構造及び設備の基準に関する規則 

実用発電用原子炉及びその附属施

設の位置、構造及び設備の基準に関

する規則の解釈 

備考 

 

 

 

 

 

 

 

三 常設設備と接続するものにあって

は、共通要因によって接続するこ

とができなくなることを防止する

ため、可搬型重大事故等対処設備

（原子炉建屋の外から水又は電力

を供給するものに限る。）の接続口

をそれぞれ互いに異なる複数の場

所に設けるものであること。 

四 想定される重大事故等が発生した

場合において可搬型重大事故等対

処設備を設置場所に据え付け、及

び常設設備と接続することができ

るよう、放射線量が高くなるおそ

れが少ない設置場所の選定、設置

場所への遮蔽物の設置その他の適

た容量を持つこと。 

(c)「必要な容量」とは、当該原

子炉において想定する重大

事故等において、炉心損傷防

止及び格納容器破損防止等

のために有効に必要な機能

を果たすことができる容量

をいう。 

６ 第３項第３号について、複数の

機能で一つの接続口を使用する

場合は、それぞれの機能に必要

な容量（同時に使用する可能性

がある場合は、合計の容量）を確

保することができるように接続

口を設けること。 
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43 条－6 

実用発電用原子炉及びその附属施設の

位置、構造及び設備の基準に関する規則 

実用発電用原子炉及びその附属施

設の位置、構造及び設備の基準に関

する規則の解釈 

備考 

切な措置を講じたものであるこ

と。 

五 地震、津波その他の自然現象又は

故意による大型航空機の衝突その

他のテロリズムによる影響、設計

基準事故対処設備及び重大事故等

対処設備の配置その他の条件を考

慮した上で常設重大事故等対処設

備と異なる保管場所に保管するこ

と。 

六 想定される重大事故等が発生した

場合において、可搬型重大事故等

対処設備を運搬し、又は他の設備

の被害状況を把握するため、工場

等内の道路及び通路が確保できる

よう、適切な措置を講じたもので

あること。 

七 重大事故防止設備のうち可搬型の

ものは、共通要因によって、設計基

準事故対処設備の安全機能、使用

済燃料貯蔵槽の冷却機能若しくは

注水機能又は常設重大事故防止設

 

 

７ 第３項第５号について、可搬型

重大事故等対処設備の保管場所

は、故意による大型航空機の衝

突も考慮すること。例えば原子

炉建屋から 100m 以上離隔をと

り、原子炉建屋と同時に影響を

受けないこと。又は、故意による

大型航空機の衝突に対して頑健

性を有すること。 
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43 条－7 

実用発電用原子炉及びその附属施設の

位置、構造及び設備の基準に関する規則 

実用発電用原子炉及びその附属施

設の位置、構造及び設備の基準に関

する規則の解釈 

備考 

備の重大事故に至るおそれがある

事故に対処するために必要な機能

と同時にその機能が損なわれるお

それがないよう、適切な措置を講

じたものであること。 

2. 適合のための設計方針等 

「1. 要求事項」での各要求事項に関して，既許可における適合のための設

計方針等を示すとともに，今回の設備改造時における適合のための設計方針等

を以下に示す。 

 

2.1 設置許可基準規則第四十三条第１項について 

既許可における設計方針等 

既許可では，重大事故等対処設備は，環境条件における健全性，操作性，試

験・検査，切替性，悪影響防止及び設置場所を考慮した設計としている。 

重大事故等対処設備（常設重大事故緩和設備）である二次格納施設（原子炉

建屋原子炉棟）については，想定される重大事故等が発生した場合における温

度，放射線，荷重及びその他の使用条件において，その機能が有効に発揮でき

るよう，その設置場所（使用場所）に応じた耐環境性を有する設計とするとと

もに，地震，津波（敷地に遡上する津波を含む。），火災及び外部からの衝撃

による損傷を防止できる設計としている。ここで，津波（敷地に遡上する津波

を含む。）に関しては，詳細を「43条－2 補足説明資料」に示す。 
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43 条－8 

また，重大事故等対処設備である二次格納施設については，運転中又は停止

中に試験又は検査ができる設計としている。 

さらに，重大事故等対処設備である二次格納施設は，設計基準対象施設とし

て使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設備として使用することで，

他の設備に悪影響を及ぼさない設計としている。 

【四十三条－参考 1】 

設備改造時における設計方針等 

設備改造となる原子炉棟換気系隔離弁及びダクトのうち二次格納施設（原子

炉建屋原子炉棟）のバウンダリ部については，常設重大事故等対処設備（常設

重大事故緩和設備）となることを踏まえ設計する。撤去するダクトには原子炉

建屋原子炉棟内で閉止措置を行い，撤去するダクトが貫通していた原子炉建屋

原子炉棟の壁には閉止措置を行う。後者の閉止措置した壁は，外部事象からの

防護が可能なよう設計するとともに，二次格納施設のバウンダリを形成するこ

ととなるため，二次格納施設としての設計を行う。なお，移設を行う原子炉建

屋換気系（ダクト）放射線モニタ検出器は，重大事故等対処設備ではない。 

重大事故等対処設備である二次格納施設については，想定される重大事故等

が発生した場合における温度，放射線，荷重及びその他の使用条件において，

その機能が有効に発揮できるよう，その設置場所（使用場所）に応じた耐環境

性を有する設計とするとともに，地震，津波（敷地に遡上する津波を含む。），

火災及び外部からの衝撃による損傷を防止できる設計について変更が生じな

い。ここで，津波（敷地に遡上する津波を含む。）に対する設計方針等に関し

ては，詳細を「43条－2 補足説明資料」に示す。 

また，二次格納施設は，運転中又は停止中に試験又は検査ができる設計につ

いても変更が生じない。 

さらに，二次格納施設は，設計基準対象施設として使用する場合と同じ系統
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43 条－9 

構成で重大事故等対処設備として使用することで，他の設備に悪影響を及ぼさ

ない設計についても変更が生じない。 

なお，常設重大事故緩和設備である二次格納施設は，操作性については操作

不要であるため考慮不要，切替性については本来の用途として使用するため考

慮不要，設置場所については操作不要であるため考慮不要とする設計について

も変更が生じない。 

したがって，既許可における適合のための設計方針等を踏まえたものであ

り，本項に適合する。 

 

2.2 設置許可基準規則第四十三条第２項について  

既許可における設計方針等 

既許可では，常設重大事故等対処設備は，第１項の要求を踏まえた設計とす

るほか，容量，共用の禁止及び共通要因故障防止を考慮した設計としている。 

常設重大事故緩和設備である二次格納施設は，東海発電所と共用しない設計

としている。 

【四十三条－参考 2】 

設備改造時における設計方針等 

設備改造となる原子炉棟換気系隔離弁及びダクトのうち二次格納施設（原子

炉建屋原子炉棟）のバウンダリ部については，常設重大事故等対処設備（常設

重大事故緩和設備）となることを踏まえ設計する。撤去するダクトには原子炉

建屋原子炉棟内で閉止措置を行い，撤去するダクトが貫通していた原子炉建屋

原子炉棟の壁には閉止措置を行う。後者の閉止措置した壁は，外部事象からの

防護が可能なよう設計するとともに，二次格納施設のバウンダリを形成するこ

ととなるため，常設重大事故緩和設備である二次格納施設としての設計を行

う。 
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43 条－10 

容量については，ポンプ流量，タンク容量，伝熱容量等が該当し，二次格納

施設には直接該当しないが，二次格納施設のバウンダリの範囲の一部変更に伴

う原子炉建屋の空間体積の変化が僅少なものとし，原子炉建屋ガス処理系の換

気率への影響が僅少となるよう設計する。 

また，二次格納施設を東海発電所と共有しない設計について変更が生じな

い。 

さらに，二次格納施設は常設重大事故緩和設備であり，その代替機能を有す

る設計基準事故対処設備がないことから，共通要因故障防止のための設計基準

事故対処設備の安全機能と同時に損なわれるおそれがない措置については，考

慮不要とする設計についても変更が生じない。 

したがって，既許可における適合のための設計方針等を踏まえたものであ

り，本項に適合する。 

 

2.3 設置許可基準規則第四十三条第３項について 

既許可における設計方針等 

 既許可では，可搬型重大事故等対処設備は，第１項の要求を踏まえた設計と

するほか，容量，接続性，異なる複数の接続箇所の確保，設置場所，保管場

所，アクセスルート及び共通要因故障防止を考慮した設計としている。 

【四十三条－参考 3】 

設備改造時における設計方針等 

今回の設備改造に係る設備は，可搬型重大事故等対処設備に該当しないこと

から，適合対象外である。 
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43 条－11 

四十三条－参考 1 

既許可 ４３条審査資料 

「重大事故等対処設備」 
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43 条－12 
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43 条－13 
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43 条－14 
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43 条－15 
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43 条－16 
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43 条－17 
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43 条－18 
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43 条－19 
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43 条－1 

1. 要求事項 

実用発電用原子炉及びその附属施設の

位置、構造及び設備の基準に関する規則 

実用発電用原子炉及びその附属施

設の位置、構造及び設備の基準に関

する規則の解釈 

備考 

（重大事故等対処設備） 

第四十三条 重大事故等対処設備は、

次に掲げるものでなければならない。 

一 想定される重大事故等が発生した

場合における温度、放射線、荷重そ

の他の使用条件において、重大事

故等に対処するために必要な機能

を有効に発揮するものであるこ

と。 

二 想定される重大事故等が発生した

場合において確実に操作できるも

のであること。 

三 健全性及び能力を確認するため、

発電用原子炉の運転中又は停止中

に試験又は検査ができるものであ

ること。 

四 本来の用途以外の用途として重大

事故等に対処するために使用する

設備にあっては、通常時に使用す

る系統から速やかに切り替えられ

る機能を備えるものであること。 

第４３条（重大事故等対処設備） 

１ 第１項から第３項までに規定す

る「想定される重大事故等」と

は、本規程第３７条において想

定する事故シーケンスグループ

（炉心の著しい損傷後の原子炉

格納容器の機能に期待できるも

のにあっては、計画された対策

が想定するもの。）、想定する格

納容器破損モード、使用済燃料

貯蔵槽内における想定事故及び

想定する運転停止中事故シーケ

ンスグループをいう。 

２ 第１項第３号の適用に当たって

は、第１２条第４項の解釈に準

ずるものとする。 

３ 第１項第５号に規定する「他の

設備」とは、設計基準対象施設だ

けでなく、当該重大事故等対処

設備以外の重大事故等対処設備

も含む。 

適合対象 

（2.に設計方針等

を示す。また，重大

事故等対処施設の

使用条件の一つと

して，敷地に遡上す

る津波に対する防

護については，別記

３の記載に準じて

確認する） 
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43 条－2 

実用発電用原子炉及びその附属施設の

位置、構造及び設備の基準に関する規則 

実用発電用原子炉及びその附属施

設の位置、構造及び設備の基準に関

する規則の解釈 

備考 

五 工場等内の他の設備に対して悪影

響を及ぼさないものであること。 

六 想定される重大事故等が発生した

場合において重大事故等対処設備

の操作及び復旧作業を行うことが

できるよう、放射線量が高くなる

おそれが少ない設置場所の選定、

設置場所への遮蔽物の設置その他

の適切な措置を講じたものである

こと。 

２ 重大事故等対処設備のうち常設のも

の（重大事故等対処設備のうち可搬

型のもの（以下「可搬型重大事故等対

処設備」という。）と接続するものに

あっては、当該可搬型重大事故等対

処設備と接続するために必要な発電

用原子炉施設内の常設の配管、弁、ケ

ーブルその他の機器を含む。以下「常

設重大事故等対処設備」という。）は、

前項に定めるもののほか、次に掲げ

るものでなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

適合対象外 

（敷地に遡上する

津波は，第１項第１

号の使用条件の一

つとして重大事故

等対処施設の設計

で考慮する事項と

なるため，第２項以

降は適合対象外と

する） 
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43 条－3 

実用発電用原子炉及びその附属施設の

位置、構造及び設備の基準に関する規則 

実用発電用原子炉及びその附属施

設の位置、構造及び設備の基準に関

する規則の解釈 

備考 

一 想定される重大事故等の収束に必

要な容量を有するものであるこ

と。 

二 二以上の発電用原子炉施設におい

て共用するものでないこと。 

ただし、二以上の発電用原子炉施

設と共用することによって当該二

以上の発電用原子炉施設の安全性

が向上する場合であって、同一の

工場等内の他の発電用原子炉施設

に対して悪影響を及ぼさない場合

は、この限りでない。 

三 常設重大事故防止設備は、共通要

因によって設計基準事故対処設備

の安全機能と同時にその機能が損

なわれるおそれがないよう、適切

な措置を講じたものであること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 第２項第３号及び第３項第７号

に規定する「適切な措置を講じ

たもの」とは、共通要因の特性を

踏まえ、可能な限り多様性を考

慮したものをいう。 

３ 可搬型重大事故等対処設備に関して

は、第一項に定めるもののほか、次に

掲げるものでなければならない。 

一 想定される重大事故等の収束に必

要な容量に加え、十分に余裕のあ

 

 

 

５ 第３項第１号について、可搬型

重大事故等対処設備の容量は、

適合対象外 

（敷地に遡上する

津波は，第１項第１

号の使用条件の一

つとして重大事故

等対処施設の設計

で考慮する事項と
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43 条－4 

実用発電用原子炉及びその附属施設の

位置、構造及び設備の基準に関する規則 

実用発電用原子炉及びその附属施

設の位置、構造及び設備の基準に関

する規則の解釈 

備考 

る容量を有するものであること。 

二 常設設備（発電用原子炉施設と接

続されている設備又は短時間に発

電用原子炉施設と接続することが

できる常設の設備をいう。以下同

じ。）と接続するものにあっては、

当該常設設備と容易かつ確実に接

続することができ、かつ、二以上の

系統又は発電用原子炉施設が相互

に使用することができるよう、接

続部の規格の統一その他の適切な

措置を講じたものであること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次によること。 

(a)可搬型重大事故等対処設備の

うち、可搬型代替電源設備及

び可搬型注水設備（原子炉建

屋の外から水又は電力を供給

するものに限る。）にあって

は、必要な容量を賄うことが

できる可搬型重大事故等対処

設備を１基あたり２セット以

上を持つこと。 

これに加え、故障時のバック

アップ及び保守点検による待

機除外時のバックアップを工

場等全体で確保すること。 

(b)可搬型重大事故等対処設備の

うち、可搬型直流電源設備等

であって負荷に直接接続する

ものにあっては、１負荷当た

り１セットに、工場等全体で

故障時のバックアップ及び保

守点検による待機除外時のバ

ックアップを加えた容量を持

なるため，第２項以

降は適合対象外と

する） 
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43 条－5 

実用発電用原子炉及びその附属施設の

位置、構造及び設備の基準に関する規則 

実用発電用原子炉及びその附属施

設の位置、構造及び設備の基準に関

する規則の解釈 

備考 

 

 

 

 

 

 

 

三 常設設備と接続するものにあって

は、共通要因によって接続するこ

とができなくなることを防止する

ため、可搬型重大事故等対処設備

（原子炉建屋の外から水又は電力

を供給するものに限る。）の接続口

をそれぞれ互いに異なる複数の場

所に設けるものであること。 

四 想定される重大事故等が発生した

場合において可搬型重大事故等対

処設備を設置場所に据え付け、及

び常設設備と接続することができ

るよう、放射線量が高くなるおそ

れが少ない設置場所の選定、設置

場所への遮蔽物の設置その他の適

つこと。 

(c)「必要な容量」とは、当該原子

炉において想定する重大事故

等において、炉心損傷防止及

び格納容器破損防止等のため

に有効に必要な機能を果たす

ことができる容量をいう。 

６ 第３項第３号について、複数の

機能で一つの接続口を使用する

場合は、それぞれの機能に必要

な容量（同時に使用する可能性

がある場合は、合計の容量）を確

保することができるように接続

口を設けること。 
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43 条－6 

実用発電用原子炉及びその附属施設の

位置、構造及び設備の基準に関する規則 

実用発電用原子炉及びその附属施

設の位置、構造及び設備の基準に関

する規則の解釈 

備考 

切な措置を講じたものであるこ

と。 

五 地震、津波その他の自然現象又は

故意による大型航空機の衝突その

他のテロリズムによる影響、設計

基準事故対処設備及び重大事故等

対処設備の配置その他の条件を考

慮した上で常設重大事故等対処設

備と異なる保管場所に保管するこ

と。 

六 想定される重大事故等が発生した

場合において、可搬型重大事故等

対処設備を運搬し、又は他の設備

の被害状況を把握するため、工場

等内の道路及び通路が確保できる

よう、適切な措置を講じたもので

あること。 

七 重大事故防止設備のうち可搬型の

ものは、共通要因によって、設計基

準事故対処設備の安全機能、使用

済燃料貯蔵槽の冷却機能若しくは

注水機能又は常設重大事故防止設

 

 

７ 第３項第５号について、可搬型

重大事故等対処設備の保管場所

は、故意による大型航空機の衝

突も考慮すること。例えば原子

炉建屋から100m以上離隔をと

り、原子炉建屋と同時に影響を

受けないこと。又は、故意による

大型航空機の衝突に対して頑健

性を有すること。 
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43 条－7 

実用発電用原子炉及びその附属施設の

位置、構造及び設備の基準に関する規則 

実用発電用原子炉及びその附属施

設の位置、構造及び設備の基準に関

する規則の解釈 

備考 

備の重大事故に至るおそれがある

事故に対処するために必要な機能

と同時にその機能が損なわれるお

それがないよう、適切な措置を講

じたものであること。 
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43 条－8 

実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則

の解釈 別記３ 

備考 

第５条（津波による損傷の防止） 

１ 第５条第１項に規定する「基準津波」は、最新の科学的・技術的知見を踏ま

え、波源海域から敷地周辺までの海底地形、地質構造及び地震活動性等の地

震学的見地から想定することが適切なものを策定すること。また、津波の発

生要因として、地震のほか、地すべり、斜面崩壊その他の地震以外の要因、

及びこれらの組合せによるものを複数選定し、不確かさを考慮して数値解

析を実施し、策定すること。 

また、基準津波の時刻歴波形を示す際は、敷地前面海域の海底地形の特徴を

踏まえ、時刻歴波形に対して施設からの反射波の影響が微少となるよう、施

設から離れた沿岸域における津波を用いること。 

なお、基準津波の策定に当たっての調査については、目的に応じた調査手法

を選定するとともに、調査手法の適用条件及び精度等に配慮することによ

って、調査結果の信頼性と精度を確保すること。 

 

適合対象外 

（基準津波の策定

に係る事項のため） 

２ 上記１の「基準津波」の策定に当たっては、以下の方針によること。 

一 津波を発生させる要因として、次に示す要因を考慮するものとし、敷地に

大きな影響を与えると予想される要因を複数選定すること。また、津波発

生要因に係る敷地の地学的背景及び津波発生要因の関連性を踏まえ、プ

レート間地震及びその他の地震、又は地震及び地すべり若しくは斜面崩

壊等の組合せについて考慮すること。 

・プレート間地震 

・海洋プレート内地震 

・海域の活断層による地殻内地震 

・陸上及び海底での地すべり及び斜面崩壊 

・火山現象（噴火、山体崩壊又はカルデラ陥没等） 

適合対象外 

（基準津波の策定

に係る事項のため） 

二 プレート形状、すべり欠損分布、断層形状、地形・地質及び火山の位置等

から考えられる適切な規模の津波波源を考慮すること。この場合、国内の

みならず世界で起きた大規模な津波事例を踏まえ、津波の発生機構及び

テクトニクス的背景の類似性を考慮した上で検討を行うこと。また、遠地

津波に対しても、国内のみならず世界での事例を踏まえ、検討を行うこと。 

適合対象外 

（基準津波の策定

に係る事項のため） 
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43 条－9 

実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則

の解釈 別記３ 

備考 

三 プレート間地震については、地震発生域の深さの下限から海溝軸までが

震源域となる地震を考慮すること。 

適合対象外 

（基準津波の策定

に係る事項のため） 

四 他の地域において発生した大規模な津波の沖合での水位変化が観測され

ている場合は、津波の発生機構、テクトニクス的背景の類似性及び観測さ

れた海域における地形の影響を考慮した上で、必要に応じ基準津波への

影響について検討すること。 

適合対象外 

（基準津波の策定

に係る事項のため） 

五 基準津波による遡上津波は、敷地周辺における津波堆積物等の地質学的

証拠及び歴史記録等から推定される津波高及び浸水域を上回っているこ

と。また、行政機関により敷地又はその周辺の津波が評価されている場合

には、波源設定の考え方及び解析条件等の相違点に着目して内容を精査

した上で、安全側の評価を実施するとの観点から必要な科学的・技術的知

見を基準津波の策定に反映すること。 

適合対象外 

（基準津波の策定

に係る事項のため） 

六 耐津波設計上の十分な裕度を含めるため、基準津波の策定の過程に伴う

不確かさの考慮に当たっては、基準津波の策定に及ぼす影響が大きいと

考えられる波源特性の不確かさの要因（断層の位置、長さ、幅、走向、傾

斜角、すべり量、すべり角、すべり分布、破壊開始点及び破壊伝播速度等）

及びその大きさの程度並びにそれらに係る考え方及び解釈の違いによる

不確かさを十分踏まえた上で、適切な手法を用いること。 

適合対象外 

（基準津波の策定

に係る事項のため） 

七 津波の調査においては、必要な調査範囲を地震動評価における調査より

も十分に広く設定した上で、調査地域の地形・地質条件に応じ、既存文献

の調査、変動地形学的調査、地質調査及び地球物理学的調査等の特性を活

かし、これらを適切に組み合わせた調査を行うこと。また、津波の発生要

因に係る調査及び波源モデルの設定に必要な調査、敷地周辺に来襲した

可能性のある津波に係る調査、津波の伝播経路に係る調査及び砂移動の

評価に必要な調査を行うこと。 

適合対象外 

（基準津波の策定

に係る事項のため） 

八 基準津波の策定に当たって行う調査及び評価は、最新の科学的・技術的知

見を踏まえること。また、既往の資料等について、調査範囲の広さを踏ま

えた上で、それらの充足度及び精度に対する十分な考慮を行い、参照する

適合対象外 

（基準津波の策定

に係る事項のため） 
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43 条－10 

実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則

の解釈 別記３ 

備考 

こと。なお、既往の資料と異なる見解を採用した場合には、その根拠を明

示すること。 

九 策定された基準津波については、施設からの反射波の影響が微少となる

よう定義された位置及び敷地周辺の評価地点における超過確率を把握す

ること。 

適合対象外 

（基準津波の策定

に係る事項のため） 

３ 第５条第１項の「安全機能が損なわれるおそれがないものでなければなら

ない」を満たすために、基準津波に対する設計基準対象施設の設計に当たっ

ては、以下の方針によること。 

以下の一～七に

示すとおり。 

一 Ｓクラスに属する施設（津波防護施設、浸水防止設備及び津波監視設備を

除く。以下この号及び第三号において同じ。）の設置された敷地等におい

て、基準津波による遡上波を地上部から到達又は流入させないこと。ま

た、取水路及び放水路等の経路から流入させないこと。そのため、以下の

方針によること。 

①Ｓクラスに属する設備（浸水防止設備及び津波監視設備を除く。以下こ

の号から第三号までにおいて同じ。）を内包する建屋及びＳクラスに属

する設備（屋外に設置するものに限る。）は、基準津波による遡上波が到

達しない十分高い場所に設置すること。また、基準津波による遡上波が

到達する高さにある場合には、防潮堤等の津波防護施設及び浸水防止設

備を設置すること。 

②上記①の遡上波の到達防止に当たっては、敷地及び敷地周辺の地形、標

高及び河川等の存在並びに地震による広域的な隆起・沈降を考慮して、

遡上波の回込みを含め敷地への遡上の可能性を検討すること。また、地

震による変状又は繰り返し来襲する津波による洗掘・堆積により地形又

は河川流路の変化等が考えられる場合は、敷地への遡上経路に及ぼす影

響を検討すること。 

③取水路又は放水路等の経路から、Ｓクラスに属する施設の設置された敷

地並びにＳクラスに属する設備を内包する建屋及び区画に津波の流入

する可能性について検討した上で、流入する可能性のある経路（扉、開

口部、貫通口等）を特定し、それらに対して流入防止の対策を施すこと

適合対象 

（2.に設計方針等

を示す） 
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43 条－11 

実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則

の解釈 別記３ 

備考 

により、津波の流入を防止すること。 

二 取水・放水施設及び地下部等において、漏水する可能性を考慮の上、漏水

による浸水範囲を限定して、重要な安全機能への影響を防止すること。そ

のため、以下の方針によること。 

①取水・放水設備の構造上の特徴等を考慮して、取水・放水施設及び地下

部等における漏水の可能性を検討した上で、漏水が継続することによる

浸水範囲を想定するとともに、当該想定される浸水範囲（以下「浸水想

定範囲」という。）の境界において浸水想定範囲外に流出する可能性の

ある経路（扉、開口部、貫通口等）を特定し、それらに対して浸水対策

を施すことにより浸水範囲を限定すること。 

②浸水想定範囲の周辺にＳクラスに属する設備がある場合は、防水区画化

するとともに、必要に応じて浸水量評価を実施し、安全機能への影響が

ないことを確認すること。 

③浸水想定範囲における長期間の浸水が想定される場合は、排水設備を設

置すること。 

適合対象 

（2.に設計方針等

を示す） 

三 前二号に規定するもののほか、Ｓクラスに属する施設については、浸水防

護をすることにより津波による影響等から隔離すること。そのため、Ｓク

ラスに属する設備を内包する建屋及び区画については、浸水防護重点化

範囲として明確化するとともに、地震による溢水に加えて津波の流入を

考慮した浸水範囲及び浸水量を安全側に想定した上で、浸水防護重点化

範囲に流入する可能性のある経路（扉、開口部、貫通口等）を特定し、そ

れらに対して流入防止の対策を施すこと。 

適合対象 

（2.に設計方針等

を示す） 

四 水位変動に伴う取水性低下による重要な安全機能への影響を防止するこ

と。そのため、非常用海水冷却系については、基準津波による水位の低下

に対して冷却に必要な海水を確保することにより、海水ポンプが機能を

保持できる設計であること。また、基準津波による水位変動に伴う砂の移

動・堆積及び漂流物に対して取水口及び取水路の通水性が確保でき、か

つ、取水口からの砂の混入に対して海水ポンプが機能を保持できる設計

であること。 

適合対象外 

（設備改造に係る

設備が非常用海水

冷却系及び非常用

取水設備に該当し

ないため） 
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43 条－12 

実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則

の解釈 別記３ 

備考 

五 津波防護施設及び浸水防止設備については、入力津波（施設の津波に対す

る設計を行うために、津波の伝播特性及び流入経路等を考慮して、それぞ

れの施設に対して設定するものをいう。以下同じ。）に対して津波防護機

能及び浸水防止機能が保持できること。また、津波監視設備については、

入力津波に対して津波監視機能が保持できること。そのため、以下の方針

によること。 

以下の①～⑨に

示すとおり。 

①上記の「津波防護施設」とは、防潮堤、盛土構造物及び防潮壁等をいう。

上記の「浸水防止設備」とは、水密扉及び開口部・貫通口の浸水対策設

備等をいう。また、上記の「津波監視設備」とは、敷地の潮位計及び取

水ピット水位計並びに津波の来襲状況を把握できる屋外監視カメラ等

をいう。これら以外には、津波防護施設及び浸水防止設備への波力によ

る影響等、津波による影響を軽減する効果が期待される防波堤等の津波

影響軽減施設・設備がある。 

適合対象外 

（用語の定義のた

め） 

②入力津波については、基準津波の波源からの数値計算により、各施設・

設備等の設置位置において算定される時刻歴波形とすること。数値計算

に当たっては、敷地形状、敷地沿岸域の海底地形、津波の敷地への浸入

角度、河川の有無、陸上の遡上・伝播の効果及び伝播経路上の人工構造

物等を考慮すること。また、津波による港湾内の局所的な海面の固有振

動の励起を適切に評価し考慮すること。 

適合対象外 

（入力津波の設定

に係る事項のため） 

③津波防護施設については、その構造に応じ、波力による浸食及び洗掘に

対する抵抗性並びにすべり及び転倒に対する安定性を評価し、越流時の

耐性等にも配慮した上で、入力津波に対する津波防護機能が十分に保持

できるよう設計すること。 

適合対象外 

（設備改造に係る

設備が津波防護施

設に該当しないた

め） 

④浸水防止設備については、浸水想定範囲等における津波や浸水による荷

重等に対する耐性等を評価し、越流時の耐性等にも配慮した上で、入力

津波に対して浸水防止機能が十分に保持できるよう設計すること。 

適合対象外 

（設備改造に係る

設備が浸水防止設

備に該当しないた

め） 
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43 条－13 

実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則

の解釈 別記３ 

備考 

⑤津波監視設備については、津波の影響（波力及び漂流物の衝突等）に対

して、影響を受けにくい位置への設置及び影響の防止策・緩和策等を検

討し、入力津波に対して津波監視機能が十分に保持できるよう設計する

こと。 

適合対象外 

（設備改造に係る

設備が津波監視設

備に該当しないた

め） 

⑥津波防護施設の外側の発電所敷地内及び近傍において建物・構築物及び

設置物等が破損又は損壊した後に漂流する可能性がある場合には、防潮

堤等の津波防護施設及び浸水防止設備に波及的影響を及ぼさないよう、

漂流防止措置又は津波防護施設及び浸水防止設備への影響の防止措置

を施すこと。 

適合対象外 

（設備改造に係る

設備が津波防護施

設及び浸水防止設

備に該当しないた

め） 

⑦上記③、④及び⑥の設計等においては、耐津波設計上の十分な裕度を含

めるため、各施設・設備の機能損傷モードに対応した荷重（浸水高、波

力・波圧、洗掘力及び浮力等）について、入力津波から十分な余裕を考

慮して設定すること。また、余震の発生の可能性を検討した上で、必要

に応じて余震による荷重と入力津波による荷重との組合せを考慮する

こと。さらに、入力津波の時刻歴波形に基づき、津波の繰り返しの来襲

による作用が津波防護機能及び浸水防止機能へ及ぼす影響について検

討すること。 

適合対象外 

（設備改造に係る

設備が津波防護施

設，浸水防止設備及

び津波軽減施設・設

備に該当しないた

め） 

⑧津波防護施設及び浸水防止設備の設計に当たって、津波影響軽減施設・

設備の効果を考慮する場合は、このような施設・設備についても、入力

津波に対して津波による影響の軽減機能が保持されるよう設計すると

ともに、上記⑥及び⑦を満たすこと。 

適合対象外 

（設備改造に係る

設備が津波防護施

設，浸水防止設備及

び津波軽減施設・設

備に該当しないた

め） 

 

⑨津波防護施設のうち、防潮ゲート等の外部入力により動作する機能を有

するものについては、当該機構の構造、動作原理等を踏まえ、津波防護

適合対象外 

（設備改造に係る
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43 条－14 

実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則

の解釈 別記３ 

備考 

機構が損なわれないよう重要安全施設に求められる信頼性と同等の信

頼性を確保した設計とすること。 

設備が津波防護施

設に該当しないた

め） 

六 地震による敷地の隆起・沈降、地震（本震及び余震）による影響、津波の

繰り返しの来襲による影響及び津波による二次的な影響（洗掘、砂移動及

び漂流物等）を考慮すること。 

適合対象外 

（設備改造に係る

設備が津波防護施

設，浸水防止設備及

び非常用取水設備

に該当しないため） 

七 津波防護施設及び浸水防止設備の設計並びに非常用海水冷却系の評価に

当たっては、入力津波による水位変動に対して朔望平均潮位を考慮して

安全側の評価を実施すること。なお、その他の要因による潮位変動につい

ても適切に評価し考慮すること。また、地震により陸域の隆起又は沈降が

想定される場合、想定される地震の震源モデルから算定される、敷地の地

殻変動量を考慮して安全側の評価を実施すること。 

適合対象外 

（設備改造に係る

設備が津波防護施

設，浸水防止設備及

び非常用海水冷却

系に該当しないた

め） 
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43 条－15 

2. 適合のための設計方針等 

 東海第二発電所では，確率論的リスク評価を行い，基準津波を超えるよう

な津波に対しても防護する設計としている。具体的には，東海第二発電所の

重大事故等対処施設については，基準津波に対する防護に加えて，防潮堤前

面において T.P.＋24m となるような基準津波を超えて敷地に遡上する津波

（以下「敷地に遡上する津波」という。）に対して防護し，重大事故等に対処

するために必要な機能が損なわれるおそれがない設計としている。 

 敷地に遡上する津波については，設置許可基準規則第４３条第１項第一号

において示される重大事故等対処施設が機能を有効に発揮するために設計上

考慮する使用条件の一つとして整理している。しかし，敷地に遡上する津波

に対する防護の要求事項については，基準津波に対する防護の要求事項（設

置許可基準規則 別記３）のように明記されていない。このため，既許可で

の重大事故等対処施設における敷地に遡上する津波に対する耐津波設計では，

設計基準対象施設の耐津波設計（設置許可基準規則 別記３）に準じて，津

波防護対象設備を選定し，津波防護対象設備を津波から防護する設計として

いる。津波からの防護に当たっては，入力津波を設定した上で，津波防護対

象設備に対して，外郭防護１，外郭防護２及び内郭防護の要求事項に従って

防護し，重大事故等に対処するために必要な機能への影響を防止する設計と

している。ただし，敷地に遡上する津波は，防潮堤を越流，回り込むことに

よって防潮堤内側の敷地に浸水することを前提としていることから，津波防

護の多重化の確認項目は準用せず，外郭防護と内郭防護を兼用する設計とし

ている。 

 また，海水を取水する設備については津波による二次的な影響に対して，

水位変動に伴う取水性低下による重大事故等に対処するために必要な機能へ

の影響を防止する設計とするともに，漂流物による取水性への影響がないこ
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43 条－16 

とを評価している。 

 以上より，「1. 要求事項」で適合対象とした各要求事項は，「外郭防護１」，

「外郭防護２」及び「内郭防護」に大別される。これらの要求事項について，

既許可における適合のための設計方針等を示すとともに，今回の設備改造時

における適合のための設計方針等を以下に示す。 

【四十三条－参考 1】 

 

既許可における設計方針等 

既許可では，津波から防護する設備（以下「敷地に遡上する津波に対する

津波防護対象設備」という。）を以下の重大事故等対処施設を除いた「重大事

故等対処施設（可搬型重大事故等対処設備を含む。）」としている。 

・ 敷地に遡上する津波により機能喪失する非常用ディーゼル発電機用海

水ポンプ，高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機用海水ポンプ及び残留

熱除去系海水系ポンプ（以下「非常用海水ポンプ」という。） 

・ 緊急停止失敗時に原子炉を未臨界にする設備のうち，ほう酸水の注入に

よる未臨界の維持機能を有する重大事故等対処施設（ただし，原子炉の

冷却のために，ほう酸水貯蔵タンクの保有水を注水する機能を有する設

備を除く。） 

敷地に遡上する津波に対する津波防護対象設備（非常用取水設備を除く。

以下同じ。）は，以下の基本方針により基準津波から防護する設計としている。 

（1）敷地に遡上する津波の地上部からの流入に対し，防潮堤に替えて，敷

地に遡上する津波に対する防護対象設備を内包する建屋及び区画の境

界において，敷地に遡上する津波による遡上波を地上部から建屋及び

区画内に流入させない設計としている。また，取水路，放水路等の経路

から，敷地に遡上する津波に対する防護対象設備が設置された敷地並
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43 条－17 

びに敷地に遡上する津波に対する防護対象設備を内包する建屋及び区

画内に流入させない設計としている。（外郭防護１） 

（2）取水・放水施設，地下部等において，漏水する可能性を考慮の上，漏

水による浸水範囲を限定して，重大事故等に対処するために必要な機

能への影響を防止する設計としている。（外郭防護２） 

（3）上記２方針のほか，敷地に遡上する津波に対する防護対象設備を内

包する建屋及び区画については，流入防止の対策（外郭防護と内郭防護

を兼用）を行うことにより津波による影響等から隔離可能な設計とし

ている。（内郭防護） 

（4）水位変動に伴う取水性低下による重大事故等に対処するために必要

な機能への影響を防止する設計としている。 

（5）津波監視設備については，入力津波に対して津波監視機能が保持で

きる設計としている。 

【四十三条－参考 1】 

設備改造時における設計方針等 

設備改造となる原子炉棟換気系隔離弁及びダクトは，重大事故等対処施設

である二次格納施設（原子炉建屋原子炉棟）のバウンダリを形成するものと

して，重大事故等対処施設に該当する。なお，今回の設備改造では，撤去す

るダクトには原子炉建屋原子炉棟内で閉止措置を行い，撤去するダクトが貫

通していた原子炉建屋原子炉棟の壁には閉止措置を行う。後者の閉止措置し

た壁は，外部事象からの防護が可能なよう設計するとともに，二次格納施設

のバウンダリを形成することとなるため，二次格納施設としての設計を行う。 

 このため，原子炉棟換気系隔離弁及びダクトのうち二次格納施設のバウン

ダリ部は，敷地に遡上する津波に対する津波防護対象設備に該当する設備と

なる。 
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43 条－18 

 これらの設備は，原子炉建屋である原子炉建屋原子炉棟又は原子炉建屋付

属棟に設置されている。原子炉建屋は，既許可においても敷地に遡上する津

波に対する津波防護対象設備を内包する建屋及び区画として設定されている

ことから，以下に示すとおり敷地に遡上する津波から防護される設計となっ

ており，設備改造に伴う設計方針等の変更はない。 

（1）敷地への流入防止（外郭防護１） 

 敷地に遡上する津波に対する津波防護対象設備を内包する建屋及び区

画である原子炉建屋が設置される敷地は，第 2－1 図に示すとおり，敷地

に遡上する津波が到達し，原子炉建屋の回りが浸水する。このため，T.P.

＋9.0m 以下の原子炉建屋境界の開口部及び貫通部から流入する可能性が

あるため，水密扉（浸水防止設備）を設置するとともに，原子炉建屋境界

貫通部止水処置を実施している。なお，今回の設備改造は，給気側 T.P.＋

27.5m・排気側 T.P.＋22.0m の高所となるため，今回の設備改造によって，

原子炉建屋に新たな流入経路が生じることはなく，浸水防止設備の変更も

ない。 

 また，津波防護施設及び浸水防止設備の設置により，取水路，放水路等

の経路からの津波の流入が防止された設計となっている。 

（2）漏水による重大事故等に対処するために必要な機能への影響防止（外郭 

防護２） 

 原子炉建屋には，海域と連接された取水・放水施設等の経路は接続され

ていないことから，漏水が継続する可能性はないため，外郭防護２の対象

となる設備はない。 

（3）重大事故等対処施設の津波防護対象設備を内包する建屋及び区画の隔

離（内郭防護） 

 敷地に遡上する津波に対する津波防護対象設備を内包する建屋及び区画
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43 条－19 

である原子炉建屋は，既許可においても浸水防護重点化範囲として設定さ

れており，地震による溢水に加えて津波の流入を考慮した浸水に対して，

浸水防止設備を設置することにより，原子炉建屋付属棟内への流入が防止

された設計となっている。 

具体的には，以下の事象について，浸水防護重点化範囲である原子炉建

屋への影響を評価した結果，T.P.＋9.2m 以下の原子炉建屋境界の開口部及

び貫通部から流入する可能性があるため，水密扉（浸水防止設備）を設置す

るとともに，原子炉建屋境界貫通部止水処置を実施している。 

・タービン建屋内の機器・配管の損傷による津波，溢水等 

・非常用海水系配管（戻り管）の損傷による津波，溢水等 

・地下水の溢水影響 

・屋外タンク等の損傷による溢水等 

 なお，浸水防止設備は，外郭防護１での浸水防止設備と同じものとなり，

外郭防護と内郭防護の兼用としている。 

 また，今回の設備改造は，給気側 T.P.＋27.5m・排気側 T.P.＋22.0m の高

所となるため，今回の設備改造によって，原子炉建屋に新たな流入経路が生

じることはなく，浸水防止設備の変更もない。 

（4）水位変動に伴う取水性低下による重大事故等に対処するために必要な

機能への影響防止 

 今回の設備改造は，海水を取水する設備には関わるものはないため，津波

による水位変動の影響は受けない。 

 また，原子炉建屋の回りに敷地に遡上する津波が浸水するが，原子炉建屋

の設置の状況の変更はないため，漂流物に対する評価の変更もない。 

（5）津波監視設備 

 今回の設備改造は，津波監視設備に関わらない。 
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43 条－20 

したがって，既許可における適合のための設計方針等を踏まえたものであ

り，本項に適合する。 

 【四十三条－参考 1】 
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既許可 添付書類八 

 

四十三条－参考 1 
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既許可 添付書類八 

 

四十三条－参考 2 
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43 条－36 

四十三条－参考 3 

既工事計画 添付書類 Ⅴ-1-1-2-2-3 入力津波の設定 
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53 条補足説明資料 

水素爆発による原子炉建屋等の 

損傷を防止するための設備 
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53 条－1 

1. 要求事項 

実用発電用原子炉及びその附属施設の

位置、構造及び設備の基準に関する規

則 

実用発電用原子炉及びその附属施設の

位置、構造及び設備の基準に関する規

則の解釈 

備考 

（水素爆発による原子炉建屋等の損傷

を防止するための設備） 

第五十三条 発電用原子炉施設に

は、炉心の著しい損傷が発生した場合

において原子炉建屋その他の原子炉格

納容器から漏えいする気体状の放射性

物質を格納するための施設（以下「原

子炉建屋等」という。）の水素爆発に

よる損傷を防止する必要がある場合に

は、水素爆発による当該原子炉建屋等

の損傷を防止するために必要な設備を

設けなければならない。 

第５３条（水素爆発による原子炉建屋 

等の損傷を防止するための設備） 

１ 第５３条に規定する「水素爆発に

よる当該原子炉建屋等の損傷を防

止するために必要な設備」とは、以

下に掲げる措置又はこれらと同等

以上の効果を有する措置を行うた

めの設備をいう。 

ａ）水素濃度制御設備（制御により原

子炉建屋等で水素爆発のおそれ

がないことを示すこと。）又は水

素排出設備（動的機器等に水素

爆発を防止する機能を付けるこ

と。放射性物質低減機能を付け

ること。）を設置すること。 

ｂ）想定される事故時に水素濃度が

変動する可能性のある範囲で推

定できる監視設備を設置するこ

と。 

ｃ）これらの設備は、交流又は直流

電源が必要な場合は代替電源設

備からの給電を可能とするこ

と。 

適合対象 

（2.1 に設計方針

等を示す） 
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53 条－2 

2. 適合のための設計方針等 

「1. 要求事項」での各要求事項に関して，既許可における適合のための設

計方針等を示すとともに，今回の設備改造時における適合のための設計方針等

を以下に示す。 

 

2.1 設置許可基準規則第五十三条について 

既許可における設計方針等 

既許可では，重大事故等時において，原子炉格納容器から原子炉建屋原子炉

棟内に漏えいした水素等を含む気体を原子炉建屋ガス処理系により排出するこ

とで，水素爆発による原子炉建屋原子炉棟の損傷を防止することが可能な設計

としている。 

原子炉建屋ガス処理系は，原子炉建屋隔離信号による自動作動のほか，中央

制御室でのスイッチ操作による手動起動も可能な設計としている。 

【五十三条－参考 1】 

【五十三条－参考 2】 

【五十三条－参考 3】 

設備改造時における設計方針等 

今回の設備改造では，原子炉建屋換気系（ダクト）放射線モニタ検出器を原

子炉建屋付属棟のＡＬＣパネルを補強する区画に移設するが，原子炉建屋放射

能高信号により原子棟換気系の常用換気系を隔離し，原子炉建屋ガス処理系を

自動で起動する設計について変更が生じないよう設計する。また，原子炉建屋

ガス処理系を中央制御室で手動起動させることが可能な設計についても変更は

ない。 

二次格納施設のバウンダリの範囲については一部変更となるが，重大事故等

対処施設である二次格納施設として適切に設計し，更に重大事故等対処施設で
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53 条－3 

ある原子炉建屋ガス処理系による原子炉建屋原子炉棟内の水素排出に悪影響が

ないよう設計する（引き込み困難な区画を設けない等）。また，二次格納施設

のバウンダリの範囲の一部変更に伴う原子炉建屋の空間体積の変化が僅少なも

のとし，原子炉建屋ガス処理系の換気率への影響が僅少となるよう設計する。 

以上のことから，重大事故等時において，原子炉格納容器から原子炉建屋原

子炉棟内に漏えいした水素等を含む気体を原子炉建屋ガス処理系により排出す

ることで，水素爆発による原子炉建屋原子炉棟の損傷を防止することが可能な

設計について変更が生じない。 

したがって，既許可における適合のための設計方針等を踏まえたものであ

り，本項に適合する。 
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53 条－4 

五十三条－参考 1 

既許可 ５３条審査資料 
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53 条－5 
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53 条－6 

五十三条－参考 2 

既許可 本文五号「安全保護回路」 
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53 条－7 

五十三条－参考 3 

既許可 ５３条審査資料 
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59 条補足説明資料 

運転員が原子炉制御室に 

とどまるための設備 
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59 条－1 

1. 要求事項 

実用発電用原子炉及びその附属施設の

位置、構造及び設備の基準に関する規則 

実用発電用原子炉及びその附属施

設の位置、構造及び設備の基準に関

する規則の解釈 

備考 

（運転員が原子炉制御室にとどまるた

めの設備） 

第五十九条 発電用原子炉施設には、

炉心の著しい損傷が発生した場合（重

大事故等対処設備（特定重大事故等対

処施設を構成するものを除く。）が有す

る原子炉格納容器の破損を防止するた

めの機能が損なわれた場合を除く。）に

おいても運転員が第二十六条第一項の

規定により設置される原子炉制御室に

とどまるために必要な設備を設けなけ

ればならない。 

第５９条（運転員が原子炉制御室に

とどまるための設備） 

１ 第５９条に規定する「重大事故

等対処設備（特定重大事故等対

処施設を構成するもの除く。）が

有する原子炉格納容器の破損を

防止するための機能が損なわれ

た場合」とは、第４９条、第５０

条、第５１条又は第５２条の規

定により設置されるいずれかの

設備の原子炉格納容器の破損を

防止するための機能が喪失した

場合をいう。 

２ 第５９条に規定する「運転員が

第２６条第１項の規定により設

置される原子炉制御室にとどま

るために必要な設備」とは、以下

に掲げる措置又はこれらと同等

以上の効果を有する措置を行う

ための設備をいう。 

ａ）原子炉制御室用の電源（空調

及び照明等）は、代替交流電

源設備からの給電を可能と

すること。 

ｂ）炉心の著しい損傷が発生した

場合の原子炉制御室の居住

性について、次の要件を満た

適合対象 

（2.1 に設計方

針等を示す） 
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59 条－2 

実用発電用原子炉及びその附属施設の

位置、構造及び設備の基準に関する規則 

実用発電用原子炉及びその附属施

設の位置、構造及び設備の基準に関

する規則の解釈 

備考 

すものであること。 

①本規程第３７条の想定する格

納容器破損モードのうち、原子

炉制御室の運転員の被ばくの

観点から結果が最も厳しくな

る事故収束に成功した事故シ

ーケンス（例えば、炉心の著し

い損傷の後、格納容器圧力逃が

し装置等の格納容器破損防止

対策が有効に機能した場合）を

想定すること。 

②運転員はマスクの着用を考慮

してもよい。ただしその場合

は、実施のための体制を整備す

ること。 

③交代要員体制を考慮してもよ

い。ただしその場合は、実施の

ための体制を整備すること。 

④判断基準は、運転員の実効線量

が 7 日間で 100mSv を超えない

こと。 

ｃ）原子炉制御室の外側が放射性

物質により汚染したような

状況下において、原子炉制御

室への汚染の持ち込みを防

止するため、モニタリング及

び作業服の着替え等を行う

ための区画を設けること。 
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59 条－3 

実用発電用原子炉及びその附属施設の

位置、構造及び設備の基準に関する規則 

実用発電用原子炉及びその附属施

設の位置、構造及び設備の基準に関

する規則の解釈 

備考 

ｄ）上記ｂ）の原子炉制御室の居

住性を確保するために原子

炉格納容器から漏えいした

空気中の放射性物質の濃度

を低減する必要がある場合

は、非常用ガス処理系等（BWR

の場合）又はアニュラス空気

再循環設備等（PWR の場合）

を設置すること。 

ｅ）BWR にあっては、上記ｂ）の

原子炉制御室の居住性を確

保するために原子炉建屋に

設置されたブローアウトパ

ネルを閉止する必要がある

場合は、容易かつ確実に閉止

操作ができること。また、ブ

ローアウトパネルは、現場に

おいて人力による操作が可

能なものとすること。 

 

2. 適合のための設計方針等 

「1. 要求事項」での各要求事項に関して，既許可における適合のための設

計方針等を示すとともに，今回の設備改造時における適合のための設計方針等

を以下に示す。 
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59 条－4 

2.1 設置許可基準規則第五十九条について 

既許可における設計方針等 

既許可では，重大事故等時において，原子炉格納容器から原子炉建屋原子炉

棟内に漏えいした放射性物質を含む気体を原子炉建屋ガス処理系により非常用

ガス処理系排気筒から排気することで，中央制御室の運転員の被ばくを低減す

ることができる設計としている。 

原子炉建屋ガス処理系は，原子炉建屋隔離信号による自動起動のほか，中央

制御室でのスイッチ操作による手動起動も可能な設計としている。 

【五十九条－参考 1】 

【五十九条－参考 2】 

設備改造時における設計方針等 

今回の設備改造では，原子炉建屋換気系（ダクト）放射線モニタ検出器を原

子炉建屋付属棟のＡＬＣパネルを補強する区画に移設するが，原子炉建屋放射

能高信号により原子棟換気系の常用換気系を隔離し，原子炉建屋ガス処理系を

自動で起動する設計について変更が生じないよう設計する。また，原子炉建屋

ガス処理系を中央制御室で手動起動させることが可能な設計についても変更は

ない。 

二次格納施設のバウンダリの範囲については一部変更となるが，重大事故等

対処施設である二次格納施設として適切に設計し，更に重大事故等対処施設で

ある原子炉建屋ガス処理系による原子炉建屋原子炉棟内の気体の処理に悪影響

がないよう設計する（引き込み困難な区画を設けない等）。また，二次格納施

設のバウンダリの範囲の一部変更に伴う原子炉建屋の空間体積の変化が僅少な

ものとし，原子炉建屋ガス処理系の換気率への影響が僅少となるよう設計す

る。 

以上のことから，重大事故等時において，原子炉格納容器から原子炉建屋原
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59 条－5 

子炉棟内に漏えいした放射性物質を含む気体を原子炉建屋ガス処理系により非

常用ガス処理系排気筒から排気することで，中央制御室の運転員の被ばくを低

減することができる設計に変更が生じない。 

したがって，既許可における適合のための設計方針等を踏まえたものであ

り，本項に適合する。 
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59 条－6 

五十九条－参考 1 

既許可 ５９条審査資料 
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59 条－7 
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59 条－8 
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59 条－9 
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59 条－10 

五十九条－参考 2 

既許可 本文五号「安全保護回路」 
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技術的能力 1.0 共通事項 補足説明資料
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技能－1 

1. 要求事項 

実用発電用原子炉に係る発電用原子

炉設置者の重大事故の発生及び拡大

の防止に必要な措置を実施するため

に必要な技術的能力に係る審査基準 

実用発電用原子炉に係る発電用原子炉

設置者の重大事故の発生及び拡大の防

止に必要な措置を実施するために必要

な技術的能力に係る審査基準の解釈 

備考 

１．０ 共通事項 

（１）重大事故等対処設備に係る要

求事項 

①切替えの容易性 

発電用原子炉設置者において、

本来の用途以外の用途として重

大事故等に対処するために使用

する設備にあっては、通常時に使

用する系統から速やかに切り替

えるために必要な手順等が適切

に整備されているか、又は整備さ

れる方針が適切に示されている

こと。 

１．０ 共通事項 

 

 

― 

 

適合対象外 

（2.1①に示す

とおり，今回の

設 備 改 造 に 係

る設備は，本来

の 用 途 以 外 の

用 途 と し て 重

大 事 故 等 に 対

処 す る た め に

使 用 す る 設 備

ではないため） 

②アクセスルートの確保 

発電用原子炉設置者において、

想定される重大事故等が発生し

た場合において、可搬型重大事故

等対処設備を運搬し、又は他の設

備の被害状況を把握するため、工

場又は事業所（以下「工場等」と

いう。）内の道路及び通路が確保

できるよう、実効性のある運用管

理を行う方針であること。 

― 

 

適合対象 

（2.1②に設計

方針等を示す） 
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技能－2 

実用発電用原子炉に係る発電用原子

炉設置者の重大事故の発生及び拡大

の防止に必要な措置を実施するため

に必要な技術的能力に係る審査基準 

実用発電用原子炉に係る発電用原子炉

設置者の重大事故の発生及び拡大の防

止に必要な措置を実施するために必要

な技術的能力に係る審査基準の解釈 

備考 

（２）復旧作業に係る要求事項 

①予備品等の確保 

発電用原子炉設置者において、

重要安全施設（設置許可基準規則

第２条第９号に規定する重要安

全施設をいう。）の取替え可能な

機器及び部品等について、適切な

予備品及び予備品への取替のた

めに必要な機材等を確保する方

針であること。 

 

１ 「適切な予備品及び予備品への取替

のために必要な機材等」とは、気象

条件等を考慮した機材、ガレキ撤去

等のための重機及び夜間対応を想定

した照明機器等を含むこと。 

 

 

適合対象外 

（2.2①に示す

とおり，今回の

設 備 改 造 に 係

る設備は，予備

品 を 用 い た 復

旧 作 業 の 要 求

事 項 に 係 る 設

備 で は な い た

め） 

②保管場所 

発電用原子炉設置者において、

上記予備品等を、外部事象の影響

を受けにくい場所に、位置的分散

などを考慮して保管する方針で

あること。 

 

― 

 

 

適合対象外 

（2.2②に示す

とおり，今回の

設 備 改 造 に 係

る設備は，予備

品 を 用 い た 復

旧 作 業 の 要 求

事 項 に 係 る 設

備 で は な い た

め） 
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技能－3 

実用発電用原子炉に係る発電用原子

炉設置者の重大事故の発生及び拡大

の防止に必要な措置を実施するため

に必要な技術的能力に係る審査基準 

実用発電用原子炉に係る発電用原子炉

設置者の重大事故の発生及び拡大の防

止に必要な措置を実施するために必要

な技術的能力に係る審査基準の解釈 

備考 

③アクセスルートの確保 

発電用原子炉設置者において、

想定される重大事故等が発生し

た場合において、設備の復旧作業

のため、工場等内の道路及び通路

が確保できるよう、実効性のある

運用管理を行う方針であること。 

 

― 適合対象外 

（2.2③に示す

とおり，今回の

設 備 改 造 に 係

る設備は，予備

品 を 用 い た 復

旧 作 業 の 要 求

事 項 に 係 る 設

備 で は な い た

め） 

（３）支援に係る要求事項 

発電用原子炉設置者において、

工場等内であらかじめ用意され

た手段（重大事故等対処設備、予

備品及び燃料等）により、事故発

生後７日間は事故収束対応を維

持できる方針であること。 また、

関係機関と協議・合意の上、外部

からの支援計画を定める方針で

あること。 さらに、工場等外で

あらかじめ用意された手段（重大

事故等対処設備、予備品及び燃料

等）により、事象発生後６日間ま

でに支援を受けられる方針であ

ること。 

 

― 適合対象外 

（2.3 に示すと

おり，今回の設

備 改 造 に 係 る

設備は，外部か

ら の 支 援 の 要

求 事 項 に 係 る

設 備 で は な い

ため） 

1170



技能－4 

実用発電用原子炉に係る発電用原子

炉設置者の重大事故の発生及び拡大

の防止に必要な措置を実施するため

に必要な技術的能力に係る審査基準 

実用発電用原子炉に係る発電用原子炉

設置者の重大事故の発生及び拡大の防

止に必要な措置を実施するために必要

な技術的能力に係る審査基準の解釈 

備考 

（４）手順書の整備、訓練の実施及び

体制の整備 

発電用原子炉設置者において、

重大事故等に的確かつ柔軟に対

処できるよう、あらかじめ手順書

を整備し、訓練を行うとともに人

員を確保する等の必要な体制の

適切な整備が行われているか、又

は整備される方針が適切に示さ

れていること。 

 

１ 手順書の整備は、以下によること。 

ａ）発電用原子炉設置者において、全

ての交流動力電源及び常設直流

電源系統の喪失、安全系の機器若

しくは計測器類の多重故障又は

複数号機の同時被災等を想定し、

限られた時間の中において、発電

用原子炉施設の状態の把握及び

実施すべき重大事故等対策につ

いて適切な判断を行うため、必要

となる情報の種類、その入手の方

法及び判断基準を整理し、まとめ

る方針であること。 

ｂ）発電用原子炉設置者において、炉

心の著しい損傷及び原子炉格納

容器の破損を防ぐために最優先

すべき操作等の判断基準をあら

かじめ明確化する方針であるこ

と。（ほう酸水注入系(SLCS)、海水

及び格納容器圧力逃がし装置の

使用を含む。） 

ｃ）発電用原子炉設置者において、財

産（設備等）保護よりも安全を優

先する方針が適切に示されてい

ること。 

ｄ）発電用原子炉設置者において、事

故の進展状況に応じて具体的な

適合対象外 

（2.4 に示すと

おり，今回の設

備 改 造 に 係 る

設備は，手順書

の整備，訓練の

実 施 及 び 体 制

の 整 備 の 要 求

事 項 に 係 る 設

備 で は な い た

め） 
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技能－5 

実用発電用原子炉に係る発電用原子

炉設置者の重大事故の発生及び拡大

の防止に必要な措置を実施するため

に必要な技術的能力に係る審査基準 

実用発電用原子炉に係る発電用原子炉

設置者の重大事故の発生及び拡大の防

止に必要な措置を実施するために必要

な技術的能力に係る審査基準の解釈 

備考 

重大事故等対策を実施するため

の、運転員用及び支援組織用の手

順書を適切に定める方針である

こと。なお、手順書が、事故の進

展状況に応じていくつかの種類

に分けられる場合は、それらの構

成が明確化され、かつ、各手順書

相互間の移行基準を明確化する

方針であること。  

ｅ）発電用原子炉設置者において、具

体的な重大事故等対策実施の判

断基準として確認される水位、圧

力及び温度等の計測可能なパラ

メータを手順書に明記する方針

であること。また、重大事故等対

策実施時のパラメータ挙動予測、

影響評価すべき項目及び監視パ

ラメータ等を、手順書に整理する

方針であること。 

ｆ）発電用原子炉設置者において、前

兆事象を確認した時点での事前

の対応(例えば大津波警報発令時

や、降下火砕物の到達が予測され

るときの原子炉停止･冷却操作)

等ができる手順を整備する方針

であること。 

ｇ）有毒ガス発生時の原子炉制御室
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技能－6 

実用発電用原子炉に係る発電用原子

炉設置者の重大事故の発生及び拡大

の防止に必要な措置を実施するため

に必要な技術的能力に係る審査基準 

実用発電用原子炉に係る発電用原子炉

設置者の重大事故の発生及び拡大の防

止に必要な措置を実施するために必要

な技術的能力に係る審査基準の解釈 

備考 

及び緊急時制御室の運転員、緊急

時対策所において重大事故等に

対処するために必要な要員並び

に重大事故等対処上特に重要な

操作（常設設備と接続する屋外に

設けられた可搬型重大事故等対

処設備（原子炉建屋の外から水又

は電力を供給するものに限る。）

の接続をいう。）を行う要員（以下

「運転・対処要員」という。）の防

護に関し、次の①から③までに掲

げる措置を講じることを定める

方針であること。 

①運転・対処要員の吸気中の有毒

ガス濃度を有毒ガス防護のた

めの判断基準値以下とするた

めの手順を整備すること。 

②予期せぬ有毒ガスの発生に対

応するため、原子炉制御室及び

緊急時制御室の運転員並びに

緊急時対策所において重大事

故等に対処するために必要な

指示を行う要員のうち初動対

応を行う者に対する防護具の

着用等運用面の対策を行うこ

と。 
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技能－7 

実用発電用原子炉に係る発電用原子

炉設置者の重大事故の発生及び拡大

の防止に必要な措置を実施するため

に必要な技術的能力に係る審査基準 

実用発電用原子炉に係る発電用原子炉

設置者の重大事故の発生及び拡大の防

止に必要な措置を実施するために必要

な技術的能力に係る審査基準の解釈 

備考 

③設置許可基準規則第６２条等

に規定する通信連絡設備によ

り、有毒ガスの発生を原子炉制

御室又は緊急時制御室の運転

員から、当該運転員以外の運

転・対処要員に知らせること。 

 

２ 訓練は、以下によること。  

ａ）発電用原子炉設置者において、重

大事故等対策は幅広い発電用原

子炉施設の状況に応じた対策が

必要であることを踏まえ、その教

育訓練等は重大事故等時の発電

用原子炉施設の挙動に関する知

識の向上を図ることのできるも

のとする方針であること。 

ｂ）発電用原子炉設置者において、重

大事故等対策を実施する要員の

役割に応じて、定期的に知識ベー

スの理解向上に資する教育を行

うとともに、下記３a）に規定する

実施組織及び支援組織の実効性

等を総合的に確認するための演

習等を計画する方針であること。 

ｃ）発電用原子炉設置者において、普

段から保守点検活動を自らも行

って部品交換等の実務経験を積
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技能－8 

実用発電用原子炉に係る発電用原子

炉設置者の重大事故の発生及び拡大

の防止に必要な措置を実施するため

に必要な技術的能力に係る審査基準 

実用発電用原子炉に係る発電用原子炉

設置者の重大事故の発生及び拡大の防

止に必要な措置を実施するために必要

な技術的能力に係る審査基準の解釈 

備考 

むことなどにより、発電用原子炉

施設及び予備品等について熟知

する方針であること。 

ｄ）発電用原子炉設置者において、高

線量下、夜間及び悪天候下等を想

定した事故時対応訓練を行う方

針であること。 

ｅ）発電用原子炉設置者において、設

備及び事故時用の資機材等に関

する情報並びにマニュアルが即

時に利用できるよう、普段から保

守点検活動等を通じて準備し、及

びそれらを用いた事故時対応訓

練を行う方針であること｡ 

 

３ 体制の整備は、以下によること。 

ａ）発電用原子炉設置者において、重

大事故等対策を実施する実施組

織及びその支援組織の役割分担

及び責任者などを定め、効果的な

重大事故等対策を実施し得る体

制を整備する方針であること。 

ｂ）実施組織とは、運転員等により構

成される重大事故等対策を実施

する組織をいう。 

ｃ）実施組織は、工場等内の全発電用

原子炉施設で同時に重大事故が
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技能－9 

実用発電用原子炉に係る発電用原子

炉設置者の重大事故の発生及び拡大

の防止に必要な措置を実施するため

に必要な技術的能力に係る審査基準 

実用発電用原子炉に係る発電用原子炉

設置者の重大事故の発生及び拡大の防

止に必要な措置を実施するために必要

な技術的能力に係る審査基準の解釈 

備考 

発生した場合においても対応で

きる方針であること。 

ｄ）支援組織として、実施組織に対し

て技術的助言を行う技術支援組

織及び実施組織が重大事故等対

策に専念できる環境を整える運

営支援組織等を設ける方針であ

ること。  

ｅ）発電用原子炉設置者において、重

大事故等対策の実施が必要な状

況においては、実施組織及び支援

組織を設置する方針であること。

また、あらかじめ定めた連絡体制

に基づき、夜間及び休日を含めて

必要な要員が招集されるよう定

期的に連絡訓練を実施すること

により円滑な要員招集を可能と

する方針であること。 

ｆ）発電用原子炉設置者において、重

大事故等対策の実施組織及び支

援組織の機能と支援組織内に設

置される各班の機能が明確にな

っており、それぞれ責任者を配置

する方針であること。 

ｇ）発電用原子炉設置者において、指

揮命令系統を明確化する方針で

あること。また、指揮者等が欠け
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技能－10 

実用発電用原子炉に係る発電用原子

炉設置者の重大事故の発生及び拡大

の防止に必要な措置を実施するため

に必要な技術的能力に係る審査基準 

実用発電用原子炉に係る発電用原子炉

設置者の重大事故の発生及び拡大の防

止に必要な措置を実施するために必要

な技術的能力に係る審査基準の解釈 

備考 

た場合に備え、順位を定めて代理

者を明確化する方針であること。 

ｈ）発電用原子炉設置者において、上

記の実施体制が実効的に活動す

るための施設及び設備等を整備

する方針であること。 

ｉ）支援組織は、発電用原子炉施設の

状態及び重大事故等対策の実施

状況について、適宜工場等の内外

の組織へ通報及び連絡を行い、広

く情報提供を行う体制を整える

方針であること。  

ｊ）発電用原子炉設置者において、工

場等外部からの支援体制を構築

する方針であること。 

ｋ）発電用原子炉設置者において、重

大事故等の中長期的な対応が必

要となる場合に備えて、適切な対

応を検討できる体制を整備する

方針であること。 

ｌ）運転・対処要員の防護に関し、次

の①及び②に掲げる措置を講じ

ることを定める方針であること。 

①運転・対処要員の吸気中の有毒

ガス濃度を有毒ガス防護のた

めの判断基準値以下とするた

めの体制を整備すること。 
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技能－11 

実用発電用原子炉に係る発電用原子

炉設置者の重大事故の発生及び拡大

の防止に必要な措置を実施するため

に必要な技術的能力に係る審査基準 

実用発電用原子炉に係る発電用原子炉

設置者の重大事故の発生及び拡大の防

止に必要な措置を実施するために必要

な技術的能力に係る審査基準の解釈 

備考 

②予期せぬ有毒ガスの発生に対

応するため、原子炉制御室及び

緊急時制御室の運転員並びに

緊急時対策所において重大事

故等に対処するために必要な

指示を行う要員のうち初動対

応を行う者に対する防護具の

配備等を行うこと。 
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2. 適合のための設計方針等 

「1. 要求事項」での各要求事項に関して，既許可における適合のための運

用管理方針を示すとともに，今回の設備改造時における適合のための運用管理

方針を以下に示す。 

 

2.1 重大事故等対処設備に係る要求事項について 

①切替えの容易性 

既許可における運用管理方針 

 既許可では，重大事故等時において，本来の用途以外の用途として重大事

故等に対処するために使用する設備にあっては，通常時に使用する系統から

速やかに切り替えるために必要な手順等を整備することとしている。 

【技能－参考 1】 

今回の設備改造時における運用管理方針 

今回の設備改造に係る設備は，本来の用途以外の用途として重大事故の

発生及び拡大の防止に必要な措置を実施するための設備ではないため，適

合対象外である。 

 

②アクセスルートの確保 

既許可における運用管理方針 

既許可では，想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型重大

事故等対処設備を運搬し，又は他の設備の被害状況を把握するため，発電所

内の道路及び通路が確保できるよう実効性のある運用管理を実施することと

している。 

【技能－参考 1】 

【技能－参考 2】 
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今回の設備改造時における運用管理方針 

今回の設備改造では，原子炉棟換気系排気隔離弁Ａ室及び給気隔離弁Ｂ室

の外壁のＡＬＣパネルの補強は行わない方針（給気隔離弁Ｂ室については外

壁撤去）としているが，当該区画にアクセスルート（屋内）は設定されてお

らず，地震時における波及的影響等を受けることはない。また，排気隔離弁

Ａ室外壁の下方向についても，アクセスルート（屋外）は設定されておら

ず，地震時における波及的影響等を受けることはない。 

このため，今回の設備改造により，既許可における「想定される重大事故

等が発生した場合において，可搬型重大事故等対処設備を運搬し，又は他の

設備の被害状況を把握するため，発電所内の道路及び通路が確保できるよう

実効性のある運用管理を実施する。」方針に影響を与えることはない。 

以上のとおり，既許可における適合のための運用管理及び運用管理方針か

ら変更はない。 

したがって，既許可における運用管理方針を踏まえたものであり，本項に

適合する。 

【技能－参考 2】 

 

2.2 復旧作業に係る要求事項について 

①予備品等の確保 

既許可における運用管理方針 

既許可では，重大事故等時において，重要安全施設の復旧作業を有効かつ

効果的に行うため，復旧作業に係る考慮事項として，取替え可能な機器及び

部品等について，予備品及び予備品への取替のために必要な機材等を確保す

ることとしている。 
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予備品確保に係る方針に基づき評価した結果，機械的故障と電気的故障の

要因が考えられる残留熱除去系海水系ポンプ電動機，ディーゼル発電機海水

系ポンプ電動機について，予備品を確保することとしている。 

また，予備品の取替作業に必要な資機材として，がれき撤去のためのホイ

ールローダ等，予備品取替時に使用する重機としてクレーン等，夜間の対応

を想定した照明機器等及びその他作業環境を想定した資機材をあらかじめ確

保することとしている。 

【技能－参考 1】 

【技能－参考 3】 

今回の設備改造時における運用管理方針 

今回の設備改造に係る設備は，既許可の運用管理方針に基づく予備品及び

予備品の取替作業に必要な資機材に係る設備ではないため，適合対象外であ

る。 

 

②保管場所 

既許可における運用管理方針 

既許可では，重大事故等時において，重要安全施設の復旧作業を有効かつ

効果的に行うため，復旧作業に係る考慮事項として，上記①に係る予備品等

を外部事象の影響を受けにくい場所に保管することとしている。 

 【技能－参考 1】 
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今回の設備改造時における運用管理方針 

 今回の設備改造に係る設備は，既許可の運用管理方針に基づく予備品及び

予備品の取替作業に必要な資機材に係る設備ではないため，適合対象外であ

る。 

 

③アクセスルートの確保 

既許可における運用管理方針 

 既許可では，重大事故等時において，重要安全施設の復旧作業を有効かつ

効果的に行うため，復旧作業に係る考慮事項として，上記①に係る予備品等

を用いた設備の復旧作業のため，発電所内の道路及び通路を確保することと

している。 

【技能－参考 1】 

今回の設備改造時における運用管理方針 

 今回の設備改造に係る設備は，既許可の運用管理方針に基づく予備品及び

予備品の取替作業に必要な資機材に係る設備ではなく，復旧作業のために発

電所内の道路及び通路を確保することが求められる設備ではないため，適合

対象外である。 

 

2.3 支援に係る要求事項について 

既許可における運用管理方針 

既許可では，重大事故等に対して事故収束対応を実施するため，発電所内

であらかじめ用意された手段（重大事故等対処設備，予備品，燃料等）によ

り，重大事故等対策を実施し，事故発生 7 日間は継続して事故収束対応を維

持できるようにすることとしている。 
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関係機関等と協議及び合意の上，外部からの支援計画を定め，協力体制が

整い次第，プラントメーカ及び協力会社からは，事故収束手段及び復旧対策

に関する技術支援や要員派遣等の支援並びに燃料供給会社からは燃料の供給

を受けられるようにすることとしている。なお，資機材等の輸送に関して

は，迅速な物資輸送を可能とするとともに中長期的な物資輸送にも対応でき

るように支援計画を定めることとしている。 

発電所外であらかじめ用意された手段（重大事故等対処設備と同種の設

備，予備品，燃料等）について支援を受けることによって，発電所内に配備

する重大事故等対処設備に不具合があった場合の代替手段及び燃料等の確保

を行い，継続的な重大事故等対策を実施できるよう事象発生後 6 日間までに

支援を受けられる体制を整備することとしている。 

【技能－参考 1】 

今回の設備改造時における運用管理方針 

 今回の設備改造に係る設備は，あらかじめ用意された手段の消費等に影響

を及ぼすものではなく，外部からの支援計画に影響を及ぼすものでもないこ

とから，確認対象外としている。 

 

2.4 手順書の整備、訓練の実施及び体制の整備に係る要求事項について 

既許可における運用管理方針 

既許可では，重大事故等に的確かつ柔軟に対処できるように，手順書を整

備し，教育及び訓練を実施するとともに，災害対策要員を確保する等の必要

な体制を整備することとしている。 

【技能－参考 1】 
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今回の設備改造時における運用管理方針 

今回の設備改造に係る設備は，重大事故等時における対処に影響を及ぼす

ものではないため，確認対象外としている。   
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技能－参考 1 

既許可 本文十号  
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技能－参考 2 

既許可 技術的能力 1.0 審査資料 

 

  

当該エリアにアクセスルートは設定されていない。 
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当該エリアにアクセスルートは設定されていない。 
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屋内アクセスルートが設定される当該エリアの外壁補強は計画どおり実施。 

（外壁補強を取り止める給気隔離弁Ｂ室下部） 

1214



技能－48 

技能－参考 3 

既許可 技術的能力 1.0.3 審査資料 
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補足－5【原子炉建屋換気系（ダクト）放射線モニタ改造工事 

の概要について】 

（改８） 
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